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在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の

　　　　給付調整に係る留意事項について

　在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導につきましては、診療報酬上の在宅患者訪

問薬剤管理指導料を算定している患者が要介護認定等を受けた際、介護保険の給付が受けら

れる同一サービスの場合には医療保険との給付調整規定により介護保険の給付が優先される

ことから、本来であれば介護報酬上の薬剤師による居宅療養管理指導費を算定すべきところ

でありますが、在宅患者訪問薬剤管理指導料を継続して算定する事例が見受けられていると

のことであります。

　こうした診療報酬と介護報酬の算定上の過誤に対応するため、今後の取扱いについて厚生

労働省保険局医療課および老健局振興課、老人保健課より、別添のとおり事務連絡が発出さ

れましたのでご連絡申し上げます。

　なお、今後の具体的な取扱いにつきましては下記のとおりとされております。

　つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

記

【医師】

○　保険薬局に対し在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る指示を行う医師においては、当該

　指示に係る患者が要介護認定等を申請したことを把握した場合には、当該保険薬局に対

　してその旨を情報提供するよう努めること。

【保険薬局】

○　保険薬局においては、診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者

　に対して、介護保険の被保険者証の提示を求めること等により当該患者が要介護被保険

　者等であるか否かの確認を行うほか、要介護認定等を申請した場合には当該保険薬局に

　連絡するよう求めること。



○　医療保険の適用対象時（要介護等の認定前）から居宅療養管理指導によるサービス提

　供を受ける際に必要となる介護保険の様式による重要事項説明書及び契約書を作成した

　場合には、介護保険の適用対象となった際に、改めて契約書を作成することは不要とす

　る。

【ケアマネジャー】

○　介護支援専門員（ケアマネジャー）においては、利用者が保険薬局から在宅患者訪問

　薬剤管理指導料の算定に係る薬剤管理指導を受けていることを把握した場合には、当該

　利用者が要介護被保険者であること等を当該指導料を算定する保険薬局に情報提供する

　よう努めること。また、要介護認定等の申請手続きを代行する際にも、当該患者が在宅

　患者訪問薬剤管理指導を受けているかを確認し、受けている場合には、その旨を保険薬

　局へ情報提供するよう努めること。

（添付資料）

・在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について

　　（平24．10．9　事務連絡　厚生労働省保険局医療課）

・在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について

　　（平24．10．16　事務連絡　厚生労働省老健局振興課、老人保健課）

以上



事　　務　　連　　絡

平成24年10月9目

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）

都道府県後期高齢者医療主管部（局

　後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について

　在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導については、診療報酬上の在宅患者訪問薬

剤管理指導料を算定している患者について、要介護認定等を受けた後も、誤って、介護報酬

上の薬剤師による居宅療養管理指導費でなく、在宅患者訪問薬剤管理指導料を継続して算定

する事例等が見受けられているところです。

　こうした診療報酬と介護報酬の算定上の過誤に対応するため、下記のとおり取り扱われる

よう、その実施及ぴ管下市町村、関係団体、関係機関等に対する周知についてご協力いただ

くようお願い申し上げます。

　なお、3及び4については、介護保険担当部局から、別途、周知する予定です。

記

1　保険薬局においては、診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に

対して、介護保険の被保険者証の提示を求めること等により当該患者が要介護被保険者等

であるか否かの確認を行うほか、要介護認定等を申請した場合には当該保険薬局に連絡す

るよう求めること。

2　保険薬局に対し在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る指示を行う医師においては、当該指

示に係る患者が要介護認定等を申請したことを把握した場合には、当該保険薬局に対して

その旨を情報提供するよう努めること、、

3　介護支援専門員（ケアマネジャー）においては、利用者が保険薬局から在宅患者訪問薬

剤管理指導料の算定に係る薬剤管理指導を受けていることを把握した場合には、当該利用

者が要介護被保険者であること等を当該指導料を算定する保険薬局に情報提供するよう努

めること。また、要介護等認定の申請手続きを代行する際にも、当該患者が在宅患者訪問

薬剤管理指導を受けているかを確認し、受けている場合には、その旨を保険薬局へ情報提

供するよう努めること。

4　医療保険の適用対象時（要介護等の認定前）から居宅療養管理指導によるサービス提供

を受ける際に必要となる介護保険の様式による重要事項説明書及び契約書を作成した場合

には、介護保険の適用対象となった際に、改めて契約書を作成することは不要とする。



事　　務　　連　　絡

平成24年10月16目

各　都道府県　介護保険主管部（局）御中

厚生労働省老健局 振　　興　　課

老人保健課

在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事

項について

　平素より、高齢者施策の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。

　在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導については、診療報酬上の在

宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者が、要介護認定を受けた後も、

誤って、介護報酬上の薬剤師による居宅療養管理指導費でなく、在宅患者訪問

薬剤管理指導料を継続して算定する事例等が見受けられています。こうした診

療報酬と介護報酬の算定上の過誤に対応するため、今般、厚生労働省保険局医

療課から、別添のとおり各都道府県の医療保険担当部局に周知がなされました。

　つきましては、貴職におかれても、下記のとおり取り扱われるよう、その実

施及び管下市町村、関係団体、関係機関等に対する周知について御協力いただ

くようお願い申し上げます。

記

1　介護支援専門員（ケアマネジャー）においては、利用者が保険薬局から在

宅患者訪問薬剤管理指導料の算定に係る薬剤管理指導を受けていることを把

握した場合には、当該利用者が要介護被保険者であること等を、当該指導料

を算定する保険薬局に情報提供するよう努めること。また、要介護等認定の

申請手続きを代行する際にも、当該患者が在宅患者訪問薬剤管理指導を受け

ているかを確認し、受けている場合には、その旨を保険薬局へ情報提供する

よう努めること。

2　医療保険の適用対象時（要介護等の認定前）から居宅療養管理指導による

サービス提供を受ける際に必要となる介護保険の様式による重要事項説明書

及び契約書を作成した場合には、介護保険の適用対象となった際に、改めて

契約書を作成することは不要とする。


